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 業務及び財産の状況に関する説明書類 

 

第 26期   令和 7年 1月 1日から 令和 7年 12月 31日まで 

 

 

令和 8年 3月 23日作成（公衆縦覧の開始日） 

監査法人名 新創監査法人         

所在地   東京都中央区銀座 7-14-13   

代表者   柳 澤 義 一              

 

一．業務の概況 

１．監査法人の目的及び沿革 

    監査法人の目的 

       一 財務書類の監査又は証明の業務                    

       二 財務書類の調製、財務に関する調査若しくは立案、又は財務に関する   

         相談に応ずる業務                          

監査法人の沿革 

 平成 12年 6月 1日大蔵大臣（現財務大臣）よりの認可を受け、平成 12年    

       6月 14日に法人を設立、現在に至る。                   

 

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれであるかの別 

当法人は公認会計士法第 1条の 3第 5項に規定する無限責任監査法人です。     

 

３．業務の内容 

   （１）業務概要 

当法人は、監査業務を中心に業務を行う方針としております。当法人の第 26期（令

和 7年１月１日から令和 7年 12月 31日）は、監査業務においては、金商法・会社法

監査が１社減少し 1 社増加、学校法人監査が 3 社増加、その他の法定監査が 1 社減

少、その他の任意監査が 1社増加し、その結果、監査対象会社の数は 74社(期末日現

在)となりました。また、非監査業務についても監査業務に支障のない範囲で取り組

んでおり、第 26期においては 37社に対して業務を提供いたしました。（注：業務の

対象である学校法人、公益法人等の非営利組織においては、株式会社組織ではないで

すが、数の単位として株式会社と合わせて「社」という単位で表記しています。）    

 

   （２） 新たに開始した業務その他の重要な事項 

該当事項はありません。                                                                                                         
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（３）監査証明業務の状況 

※ 令和 7年 12月 31日現在 

（会計年度末日） 

種別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

① 金商法・会社法監査      9社      9社 

② 金商法監査 7社 1社 

③ 会社法監査 8社 1社 

④ 学校法人監査 17社 0社 

⑤ 労働組合監査 0社 0社 

⑥ その他の法定監査 6社 0社 

⑦ その他の任意監査 27社 0社 

計 74社 11社 

 

 

（４）非監査証明業務の状況 

区分 総数 内大会社等の数 

非監査業務 37社 3社 

 

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

（１）業務の執行の適正を確保するための措置 

① 経営の基本方針 

当法人は、業務の品質管理の継続的な維持向上を経営の基本方針とし、公認会計

士法第 2 条第 1 項業務(監査業務)並びに同法第 2 条第 2 項業務について誠意を持

って行っております。特に監査業務による利害関係者は、第一義的にはその先にい

る投資家及び債権者等の幅広いステークホルダーであることから、監査法人の品

質管理の継続的な維持向上こそが、その利害関係者の利益を守ることになるとい

う理念を持っております。また、当法人では、創立以来、組織としての監査の品質

の確保に向けた取組みを最優先課題として、トップから新人スタッフに至るまで

すべての構成員が常にコミュニケーションが取れる常勤体制を原則とし、自由闊

達な議論、相互啓発を促し、監査を巡る課題や知見、経験を共有する風土の醸成及

び維持・向上に努めております。この方針は法人内にとどまらず、監査業務及び非

監査業務の関与先との間においても提供する業務の品質の向上に向けた意見交換

や議論を積極的に実施しており、十分なコミュニケーションと付加価値の高いサ

ービスの提供を心掛けております。 
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② 経営管理に関する措置 

当法人は業務の運営上必要な会議体として、最高意思決定機関である社員会の

ほか、業務執行の社員による経営会議、経営会議メンバーにマネージャー以上の管

理職を加えた拡大経営会議及びスタッフ全員による全体会議（業務連絡会）を設置

しており、それぞれ原則として月 1回開催しております。また、最高経営責任者で

ある統括代表社員のもと、品質管理部門、業務管理部門、IT管理部門、研修部門、

経営企画部門、総務部門を設置し、これら各部門が相互に内部牽制することにより

業務の執行の適正性を適時適切に確保しております。さらに、独立性を有する第三

者の知見を当法人のガバナンス及び組織運営に活用するため、監督・評価委員会を

令和 6年 1月に設置し、3か月に 1度の定例会と必要に応じた随時開催をしており

ます。 

また、令和 5年 3月 24日に改訂された監査法人のガバナンス・コードにつきま

しては、令和 6年 7月から採用しております。 

 

③ 法令遵守に関する措置  

当法人は、社員及び職員による法令等の遵守を確保するため、職業倫理やコンプ

ライアンスに係わるものを含む各種の規程を制定しております。また、業務に関連

する法令の改定等についてキャッチアップするため、日本公認会計士協会等の自

主規制機関により発信される各種の情報を適時適切に把握し、それを全スタッフ

にタイムリーに伝達、研修する体制を取っております。 

また法令等や当法人が定めた品質管理システムに抵触している疑いがある事項

を発見した場合に、当法人内外からもたらされる情報に適切に対処するため、内部

通報制度及び監査ホットラインを設けております。内部通報制度の情報提供者が

不当な取扱いを受けることがないようにすることを内部通報制度規程で定めてお

ります。 

 

④ その他 

該当事項はありません。 

 

 

 

（２）上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を公正かつ的確に遂行するために

必要な業務の品質の管理を行う専任の部門の設置又は主として従事する公認会計士

（以下「専担者」という。）の選任の状況 

① 専任の部門の設置又は専担者の選任の状況 

当監査法人は、業務の品質の管理に主として従事する公認会計士として、社員会
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決議により、品質管理部門責任者を選任しております。選任にあたっては、品質管

理に十分な時間をかけられるかの検討のほか、品質管理責任者の適格性として以

下を勘案して決定しております。 

・長年にわたり、監査法人のパートナーとして上場会社の業務執行社員に関与して

いる実績があること。あわせて、長年にわたり、監査法人の監査の品質管理の業務

に従事していること。 

・JICPAの品質管理レビュー等に対応する経験を経ていること。また、その結果と

して品質管理レビューにおいても十分にその責任を果たし、結果として重大な不

備事項等がなかったこと等の実績をあげていること。 

・日本公認会計士協会における会議体にも参加し、常に最新の品質管理に関する情

報の収集そしてそれを事務所において周知、実装、定着させる作業にかかわってお

り、成果を上げていること。 

 

     また、実質的に業務の品質の管理に主として従事することができるようにする

ため、品質管理活動を行うための目標を定め、そのための十分な時間が確保できる

ための措置を講じております。具体的には「必要な業務の品質の管理を行うための

活動計画」を定め、品質管理部門責任者とそれ以外の担当者の役割分担を明確にす

ることにより、事前に十分な品質管理活動時間を確保できるかの検討を行ってお

ります。加えて期の途中でも計画の見直しが必要かどうかの検討を行い、また年度

終了後に速やかに品質活動の区分ごとに予定時間と実績時間の比較を行い、年度

の品質管理活動の振り返り及び実績を踏まえて次年度の計画を策定しております。 

 

         品質管理部門責任者は、品質管理活動のうち重要な判断を伴う活動に直接関与

し、その他の活動については他の社員・職員が分担して実施していますが、活動の

指示及びその結果については品質管理部門責任者が関与及び内容を検討しており

ます。このように品質管理活動を分担して実施することによって全体としても十

分な時間を確保できるほか、他の社員・職員の品質管理活動に関する当事者意識の

醸成に資することにつながり、より効率的かつ実効性のある品質管理活動ができ

ていると判断しております。 

なお 2025年度も十分な品質管理活動を実施いたしました。 

 

② 専任の部門又は専担者と、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務を行う

ための部門等との間における独立性の確保の状況 

個別の監査業務を担当する方が現場の実態を理解したうえでより現実的な品

質管理システムを構築できると判断していることから品質管理責任者も個別業

務の業務執行社員等を兼務しておりますが、独立性確保のため以下の措置を講じ
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ております。 

・相互レビューにならないように品質管理部門責任者は審査担当者を兼務し

ないこと 

・完了した業務の検証について、品質管理部門責任者が業務執行社員となって

いる業務を対象とする場合、統括代表社員が指名した担当者により実施する

こと 

・品質管理部門担当の別のパートナーによる相互牽制を行うこと 

・統括代表社員が品質管理責任者の活動内容の検討を行い、独立性に問題が生

じていないかの検討も行うこと 

 

（３）業務の品質の管理の状況等の評価 

① 基準日（会計年度中の一定の日） 

令和 7年 12月 31日 

 

② 業務の品質の管理の目的 

業務の品質の管理の目的は、当監査法人が実施する品質管理の対象業務に

関し、以下の合理的な保証を提供するために、品質管理システムを整備し運用

することにあります。 

・当監査法人及び専門要員が、職業的専門家としての基準及び適用される法令等

に従って自らの責任を果たすとともに、当該基準及び法令等に従って監査業

務を実施すること。 

・当監査法人又は監査責任者が状況に応じた適切な監査報告書を発行すること。 

 

③ 基準日における業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措

置 

ア． 業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の保持（独立性の保持のため

の方針の策定） 

当法人は、当法人並びに当法人の社員及び職員が職業倫理並びに独立

性に関する規定を遵守するための諸規程及びマニュアルを定めており

ます。これらの規程等は、公認会計士法及びその関連法令並びに日本公

認会計士協会の倫理規則に準拠しております。具体的には、品質管理部

門は社員及び職員全員を対象として年１回、日本公認会計士協会公表の

独立性のチェックリストを使用した独立性の確認の実施並びにインサ

イダー取引防止規程に基づく誓約書の入手を行い、違反等対処すべき問

題が識別された場合には直ちにされに対処する措置を講じております。

また監査チームは監査契約の受嘱審査前、監査計画及び監査の結果の審
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査前に独立性の確認を実施しており、違反者が識別された場合には直ち

に品質管理部門責任者に報告して適切な措置を講ずることにしており

ます。また、一部の社員及び職員が社員会の承認のもと兼業を行ってい

る場合に、それが監査業務における利害関係に抵触しないかについては

定期的に確認しています。なお、独立性及びインサイダー取引防止規程

に係る違反者が識別された事案は過去に発生しておりません。 

また非監査業務を受嘱する場合は、監査業務との同時提供禁止業務に

抵触しないかを確認の上で社員会の契約承認を受けることにしており

ます。なお、監査役等の事前了解が求められる場合は、契約前に適正に

監査役等の了解を受ける体制を整備しております。 

監査業務の主要な担当社員等のローテーションについては、倫理規則

に準拠した「ローテーション規程」を定め、ローテーション管理表によ

る管理を行っております。                                                              

 

イ． 業務に係る契約の締結及び更新 

監査契約の新規の締結及び更新に当たっては社員会の承認を受ける

ことを義務付けております。その際に監査チームが行う契約リスクの評

価は当法人が定める所定の様式を利用しておりますが、かかる様式は、

品質管理基準報告書並びに監査基準報告書等の関係条項、法規委員会研

究報告等に遵守するように策定されているだけでなく、加えて当法人の

姿勢として、特に新規の契約においては、新たに契約を締結しようとし

ている関与予定先の法律顧問、税務顧問等に対しても必要に応じてヒア

リングを実施し、また、反社会的勢力との関係がない旨の誓約書の入手

などの実施も手続として含んでおります。 

非監査業務につきましては、契約前に業務の内容、同時提供禁止業務

に該当しないこと及びその他の独立性の阻害要因や利益相反の有無の

確認結果、その他のリスク評価結果をもとに社員会で承認することとし

ております。   

 

ウ． 業務を担当する社員その他の者の選任 

業務執行社員を含む監査チームメンバー及び審査担当者の選任は、業

務管理部門責任者が選任案を策定し、社員会の承認を経て決定しており

ます。その際には、倫理規則を含む法定要件を満たすだけでなく、候補

者の知識や経験等を考慮し、被監査会社の業務内容、規模、取引の複雑

性及び監査に必要な特定の専門的な知識の必要性に加え、業務量が適切

な範囲か等適正な業務体制の観点から検討しております。 
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エ． 人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、

維持及び配分 

(ｱ) 社員の報酬の決定に関する事項 

社員の報酬決定については、監査の品質を重視する風土の醸成

への取組姿勢を最優先し、その社員が所管する各業務の品質が十

分確保されているかどうかという点を重視した評価に基づき、各

社員の責任度と業務量をベースに、品質管理に関するモニタリン

グ評価の結果も加味して個別に協議して決定しております。社員

の評価は年１回個人別の自己評価も参考に統括代表社員により行

われ、そのとりまとめ結果を社員全員に共有し、社員会で報告され

ます。この評価結果に基づき、定期的な検証を含む法人内の職務・

役割が決定され、業務執行する監査業務及び審査などのローテー

ション管理が行われます。 

なお、当法人では社員の兼業に関しては、社員加入時にすでに個

人事務所を開設していた社員が当法人の行う業務に関する独立性

等に抵触せずかつ業務上支障がない範囲で行う場合を除いては、

原則として兼業を認めておりません。ただし、他の会社等の役員等、

行政機関の委員、大学の教員等については、当法人が行う業務に関

する独立性等に抵触せずかつ業務上支障がない場合で、当該兼職

が業務の品質や能力等の向上につながると判断されるものについ

ては就任を認めております。 

 

(ｲ) 社員及び使用人その他の従業者の研修に関する事項 

当法人は監査実施者の教育・訓練については、全ての監査実施者

に対して業務を実施する上で必要と考えられる内容をタイムリー

に研修する体制を取っております。また、日本公認会計士協会等、

法人外で主催される研修会への参加については、積極的な受講を

促しております。日本公認会計士協会による継続的専門能力開発

制度（CPD）については、適切に履修管理を行っております。その

他、全ての職員に対する必須研修や、関与する業務に応じた必須研

修などきめ細かな研修計画を立案し、実施しております。                        

 さらに、監査実施者の能力開発の観点からは監査の現場での

ＯＪＴが重要と考え、様々な知見を有する外部のアドバイザー

（後述する専門的な見解の問合せ先を含みます。）を選任してお

り、業務スタッフはいつでもそれらの利用が可能であり、かつア
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ドバイザーを活用した研修等も実施しています。このことは

個々の業務面における品質の向上、構成員の能力向上、法人全体

としての監査品質の向上に寄与しています。                         

 公認会計士試験合格者等の新たに採用する人材については、

特別に入所時研修を設け、概ね２週間程度、監査現場に配員する

前に特別研修を実施しております。そこにおいては、監査の技術

的な面ばかりでなく、倫理、品質管理、IT スキルといった面に

ついても研修し、また、ビジネスマナーなども外部の専門家によ

り研修を実施しております。                      

 また、法人の構成員に対し、非監査業務の経験や事業会社等へ

の出向など、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得でき

る施策を実施しています。                     

 マネージャー以上の管理職以外の常勤職員については、二人

ずつ担当の社員及びマネージャー又はシニアマネージャーを決

めフォローアップ体制を取って、助言、相談、指導を行っており

ます。非常勤職員についても、定期的な面談を通じたフォローア

ップ体制を取っています。 

 

(ｳ) その他 

      ⅰ．採用 

当法人においては、監査実施者確保のための雇用、採用に関する活

動として、監査経験者を対象とした採用については、監査業務に精通

した優秀な人材を採用することを必須としておりますが、具体的に

は、応募者からの職務経歴書を入手するだけでなく、複数の社員等に

よる面接、その他数次にわたる面接を行い、慎重に採用を決定してお

ります。また、新人である試験合格者については、若干名の採用を連

年行う方針であり、これらについては、法人内にリクルート担当を組

成し、採用方針を慎重に検討し、応募者からの職務経歴書を入手する

だけでなく、複数の社員等による面接、その他数次にわたる面接を行

い、客観的に評価した上で慎重に採用を決定しております。 

     ⅱ．職員の評価                               

 職員の評価については、人事評価マニュアルに基づき行っており、

昇給及び賞与並びに昇格は評価結果に基づいて決定しております。               

 マネージャー、シニアマネージャーの評価については人事評価マ

ニュアルに基づき社員会において行っており、昇給及び賞与並びに

昇格は評価結果に基づいて決定しております。社員の評価について
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は年１回個人別の自己評価も参考に統括代表社員により行われ、そ

のとりまとめ結果を社員全員に共有し、社員会で報告されます。社員

の報酬決定については、その社員が所管する各業務が十分に品質管

理上確保されているかどうかという点を重視し、各社員の責任度と

業務量をベースに個別に協議して決定しております。 

ⅲ．情報通信技術 

当監査法人では、効率的で深度ある監査を実施するため、監査業務

のＤＸ推進を図っております。これにより監査スタッフの作業負担

の軽減を図り、よりやりがいのある職場環境の実現を目指しており

ます。また監査手続の適時適切な実施及び監査調書の適切な保管等

の改ざん防止策により、資本市場からの信頼性の向上に努めていま

す。 

ⅳ．情報セキュリティ 

個人情報を含む情報の漏洩や紛失を防止するため、セキュリティ

ポリシー及び実施細則を定めており、全構成員に対し、強固なセキュ

リティ対策を施したＰＣを貸与し、データ保管も同様に強固なセキ

ュリティ対策を施した事務所指定のサーバーに行っている等のサイ

バーセキュリティへの対策にも取り組んでおります。また情報セキ

ュリティに対する正しい理解と意識の定着のため、全構成員は定期

的に実施される情報セキュリティに関する研修会に参加し、セキュ

リティポリシーの遵守に関する誓約書を年１回品質管理部門責任者

に提出しております。 

ⅴ．労務管理 

労務管理については総務部門を中心に法定労働時間を超過する 

ことがないようにモニタリングを行い、そのおそれがある場合は、個

別にフォローアップをする体制をとっています。また、個人別の時間

管理についてはシステムで管理しており１日の所定労働時間を超過

する時間については就業規則に従い時間外手当を支給しています。

その他、各種ハラスメントについては就業規則で明確に禁止してお

り、ハラスメントの疑いがある場合は総務部門、経営企画部門にて調

査を行い、必要に応じて経営会議、社員会に報告し、適切な対応をし

ています。 

 

オ． 業務の実施及びその審査 

当法人は、「監査に関する品質管理基準」並びに品質管理基準報告書及

び監査基準報告書等に準拠して「監査の品質管理規程」を定め、監査基
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準等に適合した当法人固有の監査ツールを策定し利用しております。こ

の監査ツールに加えて、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会

で発表している各種手引きを当法人においてカスタマイズしてツール

として利用する体制を取っております。すべての監査業務において、か

かる監査ツールを利用することにより、一定以上の品質が均一的に確保

されるようにしております。 

 

(ｱ)専門的な見解の問合せ 

判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっていない難しい重要な

事項については、慎重に対応するため、当法人内外の適切な専門的な知

識及び経験等を有する者に問い合わせるかどうかを検討することを義

務付けております。会計・監査に関する専門的な見解の問合せ先とは契

約を締結しており、適時適切な助言指導が受けられる態勢を整備してお

ります。また必要に応じて、より専門的な知見を有した公認会計士、学

究者への照会などがタイムリーに行える体制を取っております。また、

監査業務において、当法人に常勤するスタッフだけでは十分と思われな

い監査会計以外の専門的な分野(IT、特殊な税務、法律問題、不動産鑑定

等々)については、必要に応じてそれぞれの専門家のリストを作成し、利

用できる態勢をとっております。 

 

(ｲ)監査上の判断の相違の解決 

監査上の判断の相違の解決については、監査チームのメンバーは、監

査上の判断の相違の生じるおそれのある事項を認識した場合には、速や

かに、監査責任者に報告するとともに、適時に、監査責任者は審査担当

者に事前相談を行います。監査責任者と審査担当者との間の監査上の判

断の相違が解決できない場合には、品質管理部門責任者は、当法人内外

の適切な専門的な知識及び経験等を有する者に専門的な見解の問合せ

を行い、監査上の判断の相違を解決することとしております。監査上の

判断の相違の解決が図られた後に監査報告書の発行稟議による決裁を

受けることを義務付けております。  

 

(ｳ)監査証明業務に係る審査 

監査業務に係る審査については、幼稚園のみを設置している都道府県

知事所轄学校法人の私立学校振興助成法に基づく監査、又は任意監査の

うち、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監

査報告の利用者が限定されている監査業務で審査を実施しないことと
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したものを除き、すべての監査業務について監査計画並びに監査意見に

ついてコンカリング・レビュー・パートナー方式により審査をしており

ます。なお、監査業務で審査を実施しないこととしたものについても審

査は行いませんが代替的な方法で品質を維持しています。 

 

(ｴ)監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止する

ために行っている監査調書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

当法人は監査調書の電子化を進めるため電子調書化に当たっての主

な課題の抽出及び電子調書化するための留意点などをまとめたうえで

選定した電子調書システムの試験的運用を行っておりましたが、2026年

３月期から一部の業務において電子監査調書を導入しております。さら

に 2027 年 3 月期の業務から原則としてすべての業務に電子調書システ

ムを導入する予定です。 

電子監査調書システムを導入している業務においては、調書整理期間

内に適切にロックダウン処理を行うことにより、最終的な整理後の不適

切な修正又は追加を防止する措置を講じておりますが、当法人では、電子

調書を全面的に導入するまでは、一部の業務において原則紙面調書とな

っており、また電子監査調書システム導入後も一部紙面調書が残る可能

性があります。 

このため、最終的な整理後の不適切な修正又は追加が物理的に行われ

ないようにするため、最終的な整理後の監査調書の原本は品質管理部門

責任者の管理下に置き、外部倉庫に保管することにより、これ以降に監査

チームが原本にアクセスできないようにすること、やむを得ず監査調書

の原本を使用する必要があるときは品質管理部門責任者の指示のもとで

使用すること等をマニュアル「監査調書の取扱いについて」で定めており

ます。 

 

(ｵ)その他 

該当事項はありません。 

 

カ． 業務に関する情報の収集及び伝達 

業務に関する情報は、原則として毎月、必要に応じて随時開催される

業務連絡会又は研修会において監査実施者に伝達、周知されます。 

統括代表社員は、構成員との面談を定期的に実施し、意見を聴取して

おります。また、品質管理部門責任者は、定期的に監査の品質向上に関

するアンケートを実施しております。内部又は外部からの通報に関する
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方針及び手続を定め、ホームページで公表しております。 

 

キ． 前任及び後任の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ 

当監査法人は監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及

び後任の監査事務所となる場合の双方について監査業務の引継が適切

に行われることを合理的に確保するために、監査人の交代に関する監査

業務の引継について、品質管理規程で方針及び手続を定めております。

後任の監査人となる場合には、監査契約のリスク評価に役立てることを

目的としており引継ぎが完了しないと監査契約が締結できない仕組み

となっております。 

 

ク． アからキまでに掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割

及び責任の明確化 

当監査法人では、社員会において次のとおり責任の割当を決定してお

ります。 

・品質管理システムに関する最高責任      統括代表社員 

・品質管理システムの整備及び運用に関する責任 品質管理部門責任者 

・モニタリング及び改善プロセスの運用に関する責任 

 品質管理部門責任者 

 

統括代表社員、品質管理部門責任者は社員会で選任しております。 

 

ケ． アからクまでに掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を

阻害する可能性のある事象（以下「リスク」という。）の識別及び評

価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び実施 

当監査法人は、日本公認会計士協会が公表する品質管理基準報告書第

１号「監査事務所における品質管理」に基づき、品質目標を設定し、当

該目標の達成を阻害する可能性のある事象を識別・評価し、これに対応

するための対応のデザインを決定し適用することにより、当監査法人と

しての品質管理システムを整備し運用しております。 

 

コ． アからクまでに掲げる事項についての実施状況の把握（以下「モニタ

リング」という。）及び当該モニタリングを踏まえた改善 

当監査法人のモニタリング活動は、日常的モニタリング活動と定期的

なモニタリング活動の組合せにより、品質管理部門が計画を立案し、実

施しております。完了した監査業務の検証については、選定業務を品質
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管理部門が立案し、社員会において承認され、合わせて検証担当者も決

定しております。 

モニタリング活動の実施状況や識別された不備等は品質管理部門責

任者から品質管理システムの最高責任者である統括代表社員並びに監

査チーム及び品質管理活動の運用責任者に速やかに報告され、改善を図

っております。これらの状況は少なくとも年１回社員会において品質管

理部門責任者から報告しております。 

 

④ 業務の品質の管理の方針の策定及びその実施について監査法人を代表し

て責任を有する社員による評価の結果及びその理由 

品質管理部門責任者が実施した品質管理システムの評価結果を当法人

の経営から独立した第三者で構成されている監督・評価委員会に報告し、

監督・評価委員会の確認を受けたうえで統括代表社員が最終的な評価を実

施しています。品質管理システムの評価を行った結果、評価基準日（2025

年 12月 31日）時点において重大性あるいは広範性を有する不備事項は発

見されず、当該システムの目的が達成されているという合理的な保証を監

査事務所に提供していると判断いたしました。 

 

⑤ ④の評価の結果が、業務の品質の管理の目的が達成されているという合理

的な保証を提供していないことを内容とするものであった場合には、業務

の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置を改善するために

実施した、又は実施しようとする措置の内容 

該当事項はありません。 

 

（４）公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の

執行に不当な影響を及ぼすことを排除するための措置 

当法人の社員はすべて公認会計士であるため、特段の措置は講じておりません。 

 

（５）直近において日本公認会計士協会の調査（公認会計士法第 46条の９の２第

１項（品質管理レビュー））を受けた年月 

令和 7年 12月 

 

（６）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法

人を代表して責任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認 

業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置が適正である           

旨を、品質管理部門責任者が確認すると共に、当法人の品質管理に関する最終的な
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責任者である統括代表社員が確認しております。 

 

③ 公認会計士（大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登

録上場会社等監査人であるものに限る。）又は他の監査法人との業務上の提携

（法第 24 条の４又は第 34 条の 34 の 13 に規定する業務を公認会計士と共同

して行うことを含む。）に関する事項 

(1) 当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称 

当法人は、他の公認会計士又は監査法人と業務提携を行っていません。      

 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

 該当事項はありません。  

 

(3) 当該業務上の提携の内容 

 該当事項はありません。  

 

④ 外国監査事務所等（外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報

酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者）との業務上の提

携に関する事項 

(1) 当該業務上の提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

 該当事項はありません。   

 

(2) 当該業務上の提携を開始した年月 

該当事項はありません。   

 

(3) 当該業務上の提携の内容 

該当事項はありません。   

 

(4) 共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事

務所等によって構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織にお

ける取決めの概要 

該当事項はありません。   

 

二．社員の概況 

１．社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

12人 0人 12人 
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２．重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 

合議体の構成 

公認会計

士 

特定社員 計 

社員会 決議及び協議機関 12人 0人 12

人 

 

 

三．事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 公認会計士

である使用

人の数 公認会計士 特定社員 計 

(主) 新創監査 

法人 

東京都中央区銀座 7-14-13 12人  0人 12人 50人 

(従) 

 

     

 

 

     

 

四．監査法人の組織の概要 

  別添のとおり 

  

五．財産の概況 

１．売上高の総額 

（単位：百万円） 

 第 25期 

 令和 6年 1月 1日 

 令和 6年 12月 31日 

第 26期 

 令和 7年 1月 1日～ 

 令和 7年 12月 31日 

売上高 

監査証明業務 

非監査証明業務 

 

754       

60        

 

787          

56          

合 計 815       843          

 

２．直近の二会計年度の計算書類 

当法人は無限責任監査法人であるため、添付しておりません。 
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３．２．に掲げる計算書類に係る監査報告書 

当法人は無限責任監査法人であるため、添付しておりません。 

 

六．被監査会社等（大会社等に限る。）の名称 

【金商法・会社法監査】 

   松竹株式会社、株式会社歌舞伎座、旭コンクリート工業株式会社、トーセイ株式会社、 

   株式会社ツカモトコーポレーション、日本ギア工業株式会社、ヒューマン・メタボロ

ーム・テクノロジーズ株式会社、日販グループホールディングス株式会社、野崎印刷

紙業株式会社 

  【金商法】 

トーセイ・リート投資法人 

【会社法監査】 

日本出版販売株式会社 

 


